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教育と医療の連携の進め方 
～診断前支援の仕組みつくり～ 

 

•    鹿児島県こども総合療育センター 

                 所長  外岡資朗         

２０１９年１０月２３日 第５７回全国知的障害福祉関係職員研究大会 
 



 

 

 

発達障害とは 

 
 
 
 
 
 



自閉症スペクトラム 
ASD 

 
    

 注意欠如多動性障害ADHD 
 

●不注意（集中できない） 
●多動･多弁（じっとしていられない） 
●衝動的に行動する（考えるよりも先に 
  動く） 
 

それぞれの障害の特性 

●コミュケーションの障害 
●対人関係･社会性の障害 
●パターン化した行動，興味 
･関心のかたより 
●不器用 

  学習障害LD 
 

● 「読む」「書く」「計算する」 
  等の能力が，全体的な知的 
  発達に比べて極端に苦手 

知的な遅れを
伴うことも 
あります 

その他 

●発達性協調運動障害 
●筋緊張の低下 
●チックなど 



Schultz, RT. et al.: Arch Gen Psychiatry, 2000 
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自閉症スペクトラム  認知の違い 

多数派 

物を見分けるとき 

自閉症 

違う                同じ 

顔を見分けるとき 

顔 

物 



参考「自閉症のひとたちを支援するということ。E.ショップラー」	

表面的な行動（水面上）	

背景にある特性（水面下） 

なまけているように見える	
反抗的な態度に見える	
指示しないと行動しない	
奇声、自傷、ルール理解の未熟、	
言語理解の未熟、見通しが立たずに我慢できない	

要求表現の未熟さ 

フラストレーションにたいする耐性の低さ 

自分が何をすることを要求されているかわからない 

状況や人の気持ちが読めない 

やるべきことを組織化して考える事ができない 

社会性の未熟、コミュニケーション力の未熟 

想像力の未熟	

氷山モデル	
表面の行動のみに目を奪われるのではなく背景にある特性を理解することで対応が見えてくる	



蛇口が見えると気になってしまう 

こども達に対して 

蛇口を見えなくすると 

課題に取り組みやすくなります 



視覚支援： 
ワークシステムとエリアを明瞭に！ 

2016/3/1 

ざぶとんを置いて座る
場所を知らせます 

今日の活動がボックス
に入れてあります 



SPELL 
自閉症支援の基本的な枠組 
（英国自閉症協会） 

Structure（構造化）   明確で一貫性のある環境 

               視覚支援 スケジュール 

 

Positive（ポジティブ）    肯定的に伝える  （走ったらだめ→歩こうね） 

                肯定的な見通し（きっと大丈夫）を伝える 

 

Empathy（共感）     独特の理解の方法への共感 

 

Low arousal       穏やかに（冷静に）文字で伝えることも有効 

 

Links（リンク）       協力者・家庭や地域資源とのつながり 



支援のイメージ 
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新生児期～幼児期までの生活リズム推移 

三池輝久先生スライドより 



規則的生活リズム 

5Y11M
2Y9M

1Y10M

M

十分な夜間基本睡眠時間が入学前の昼寝を不必要にする 

学校社会生活に適切な幼児期早期の睡眠・覚醒リズム形成 

夜は遅くとも９時までに眠ると朝は６～７時に自分で目を覚ますことができ社会生活に適応できる。 

三池輝久先生スライドより 



 

 

 

大きなニーズ 

 
 
 
 
 
 



発達障害の有病率と要支援児の比率	
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支援が必要な子どもの比率は１０％と推定すると、 
鹿児島県の１５歳未満人口２０万人、年間出生数１万５千人強、 

現時点で支援の必要なこどもが２万人以上、毎年１５００人以上増加する	



鹿児島市 母子保健事業 実績 

実施回数   対象者数  受診者数  受 診 率  心理相談人員 

Ｈ２７年度 １６６ 回 ５，４０１人  ５，２８１人  ９７．８％   １，０１２人 

Ｈ２８年度 １７１回 ５，５３２人  ５，４４０人  ９８．３％   １，０７４人 

Ｈ２９年度 １６７回 ５，４１９人  ５，２２３人  ９６．４％   １，１００人 

     ☆1歳6か月児健康診査 
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 【心理相談の主訴】 
   ・未発語 
   ・人見知り，場所見知り 
   ・我が強い 
   ・かんしゃく 
   ・多動 
   ・こだわり 
   ・その他 

 



特別支援学級の推移 特別支援学級の推移 

全児童数と特別支援学級在籍数の割合 

公立小学校在籍児童   ８９，９５８人（４．０％） 

公立中学校在籍児童   ４２，９６３人（２．５％） 

合計            １３２，９２１人（３．５％） 

 

 

鹿児島県特別支援教育児童生徒数の変化 

平成２５年 ⇒ 平成３０年 

全児童数      ４，１３３人減 

特別支援学級   ２，４１４人増 

特別支援学校     ３５４人増 

通級指導教室     ４５７人増 



課題 

障害  ：重度障害 ⇒ 発達障害（知的障害のない発達障害を含む） 

対象  ：少数（１〜３％） ⇒ 多数（１０％？） 

発見年齢：幼児期中後  ⇒ 乳児期前期から全ての年令 

障害観 ：障害  ⇒ 差異（定型発達とは異なる認知特性・発達過程・経過） 

療育  ：同化・正常化（専門家主体） 

      ⇒共生・発達支援・育児支援（子ども親主体・地域での支援） 

行政  ：国・都道府県  ⇒ 市町村（県はどのようにバックアップするか） 

事業主体：公立  ⇒ 委託化・民営化（健診・幼稚園など）と対応幼児期支援 

       生涯支援体制整備（継続性・一貫包括性） 

           ライフステージに合わせた支援（支援体制整備） 

 

地域療育システムの変更 

   従来：発見ー診断ー療育・治療 

    ⇒ 今後：発見ー支援ー診断ー療育・治療 

 

  地域の中で支援するための人材育成 

  地域の支援者と専門家を結ぶのりしろの仕組み作りが求められる 

 

 

 



診断治療の必要なケースと環境調整のみで済むケース 

神尾陽子先生スライドより 



Various routes in the community from identification to intervention 

地域における確認(スクリーニング)から医療的介入までの色々なルート 

Diagnosis 
診断 

Early identification 

早期気づき 
 (ASD screening at    

  health check-ups is  
  recommended)  

  健診でのASDの 
スクリーニングが推奨 
   されている 

Specialized center 
専門的な機関 

 
 
 
 

Specialized 
support 

専門的な支援 

Medical/welfare 
support service for 

handicapped children 
障害のある子ども達への
医療・福祉サービス 

  

General welfare service 

一般的な福祉サービス 

Childrearing 
support 

子育て支援 

Prediagnostic 
 early intervention 

 診断前支援 

神尾陽子先生スライドより 

早期発見から専門機関に紹介するルートは、早期支援を必要とする子どもの多くが支援を受けることができない 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

医師の役割と診断 

 
診断後の具体的療育プランの整理 

診断の意義の確認が必要 
  

 



 

• 診断・評価はレッテルを貼ったり、限界を示すものではない。 

• その人の特性を知るためのキーワード。（見守るだけでは変わらない） 

   → 特性を理解し、特性に合わせた支援をすることで、早期から適応のための介入を 

    しやすくすることで、必ずしも最初から医学的な診断することではない。 

• 診断により、児と家族は福祉サービスおよび支援事業を利用することもできる。 

 

 

• 視力が弱い→ 早期に気づいた方が本人にとっては明らかに良い 

    早期に気づいて説明を受けた母親の方が受容しやすい 

 

 

• 抽出・絞り込みは「育児支援活動」：子育て支援策の一環で行う 

• 保健・福祉だけでなく教育まで経過を見て行く必要性がある（情報をリンクさせる） 

• 各ライフステージで変化するニーズに応じて支援を連続する仕組みが必要 

• は眼鏡を調整するように、発達障害のある人たちもその人にあった 

• 支援のアイデアを調整することが必要。発達障害児の持つ認知の偏りをアセスメントして情報にアクセス
しやすくすることで教育を受けるチャンスが広がる。 

 

 

 

 

 

 

早期気づきと診断の意義 



早期気づきと発達障害の予後	

発達障害	

周囲の理解 
適切な療育 

成功体験の積み重ね 
自尊感情の向上 

	

良好な学校生活	
自立	
	

ネグレクト・虐待	
不登校・引きこもり	

問題行動	
うつ・強迫など	

	

無理解 
不適切な対応 

孤立化 
二次障害 

	

気づき
診断	

気づき
が無い	

早期気づきと予後 

適応 不適応 



                                                     
高木憲次 ：明治22年(1889年)2月9日) - 昭和38年(1963年)4月8日) 

      大正から昭和後期にかけての整形外科医。  

「凡そ療護のあり方は狭義の医療のみにて満足すべきでなく、すべからく社会的生存能力を獲得する
まで尽くすべきである」と述べ、日本の肢体不自由児教育の創始者といわれている。 

療育の理念     療育とは医療と育成の連携 
 

 発達障害では、より良い適応のため、特性に 
合わせた環境調整と家族を支える仕組みを 
子ども達が生活している身近な地域に構築 
することが必要で、そのために医療と教育と 
福祉が連携する仕組みが大切である。 
 
発達障害と類似した特性を示す、てんかん 
や甲状腺機能障害などの基礎疾患や、うつ、 
不安障害など精神疾患の併存の可能性もあり 
地域でかかりつけの小児科医や精神科医の 
確認も必要である。 



改正個人情報保護法 
2015年９月改正2017年５月３０日施行 

• 要配慮個人情報：病歴（障害等）などが含まれる個人情報。 
（本人の同意なく収集したり外部に提供されることを禁止される） 

 

• 移行支援シートや個別支援ファイル（サポートブック）の活用 

• 本人保護者を入れた形でのケース検討会議 

• 要保護児童対策地域連絡協議会の利用 

• インフォームドコンセントの確認 

 

• 個人情報保護法を遵守しながら支援者間でケース会議をでき
るようにするためにこども総合療育センター連絡協議会で精
神科、小児科、行政、福祉、教育、弁護士で協議を実施 



睡眠障害 
てんかん 
   前頭葉てんかん 
   側頭葉てんかん 
   欠神てんかん 
内分泌疾患 
   甲状腺機能亢進症 
   甲状腺機能低下症 
   副甲状腺機能低下症 
   糖尿病/低血糖 
消化器疾患 
   蟯虫症/過敏性腸症候群 
中毒/鉛中毒/その他中毒 
脳外科疾患 
   脳腫瘍  
    過誤腫 
    胚芽腫 
    第三脳室腫瘍 
   もやもや病 
   水頭症 
慢性炎症性・腫瘍性疾患 
  免疫性精神神経疾患 
         （PANDAS） 
  膠原病/腎疾患 
  傍腫瘍症候群 

染色体・遺伝子異常/先天異常 
   ターナー症候群 
   クラインフェルター症候群 
   22q11.2欠失症候群 
   22q11.2重複症候群 
   Rett症候群 
   Charcot-Marue-Tooth病 
   Duchenne型筋ジストロフィー症 
母斑症 
   結節性硬化症 
   神経線維腫症 
代謝変性疾患 
   副腎白質変性症 
   異染性白質ジストロフィー 
   Krabbe病 
   亜急性硬化性全脳炎 
   パントテン酸キナーゼ関連神経変性症 
    （Hallervorden-Spatz症候群） 
薬物の副作用 
  抗てんかん薬、抗ヒスタミン薬 
  テオフィリン、ステロイド、抗がん剤など 
脳炎・髄膜炎・頭部外傷後症候群 
  SSPE 
 

鑑別が必要な身体疾患や精神神経疾患 
栄養の偏り 
   鉄欠乏性貧血 
   微量元素欠乏症 
   ビタミン欠乏症 
被虐待症候群 
   ネグレクト 
   愛着障害 
   身体的虐待（PTSD） 
アレルギー/鼻炎/呼吸器系 
   気管支喘 
   アトピー性皮膚炎 
   睡眠時無呼吸症候群 
   アデノイド 
聴覚や視覚の問題 
   聴覚障害（軽度） 
   視覚障害 
 
精神科疾患 
   ナルコレプシー 
   強迫神経症 
   双極性障害 
   性同一性障害 

日常診療の中で子どもの成長に寄り添い退行や運動の問題などに気づいて頂く 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

紹介票の導入 
〜診断前支援の仕組み作り〜 

 

 

 

当初は待機期間を短縮する目的で優先順位をつける仕組みを検討したが、 

地域で支援が開始（診断前支援が開始）されているケースから受け入れる方針を決め、 

診療本人家族からの直接予約ではなく、 

学校や保育所、児童発達支援事業所など支援者からの予約に統一した。 

 

診断前支援の仕組みが構築され待機期間の有効活用と地域の受け皿、支援体制づくり 

保護者が診断を聞く心構えを作る時間となり保護者の不安軽減にもつながる。 

 

特に、療育センターに所属する教員が地域の学校との連携に重要な役割をはたしている。 

 

診断閾下のニーズ増大に合わせ地域の支援力アップにも貢献すると思われる。 

 

 



中央児童相談所 

 

 
不登校・虞犯・虐待など 

こども総合療育センター 

（医療機関） 
知的障害者 

更生相談所 

診療部 

支援部 

 

 発達障害者 

支援センター 

大隅児童相談所 
(平成17年4月開設) 

大島児童相談所 
（大島知的障害者 

更生相談所） 

連携 

平成22年4月から 

平成22年3月まで 

児童総合相談センター（中央児童相談所＋療育指導部） 

発展的に組織分割 

療
育
手
帳(

知
的
障
害
の
手
帳
）の
判
定
は 

こ
れ
ま
で
通
り
児
童
相
談
所
で
対
応 

相談 

判定 

相談 

判定 

相談 

判定 

■ こども総合療育センター設置について 

 ～ 相談機関から医療・相談機関へ ～ 



鹿児島県こども総合療育センター（平成22年4月1日開設） 

診 療 部 

診療課 
医師・保健師 

看護師など 

支 援 部 

療育指導課 
心理・ＳＴ・ＯＴ 

ＰＴ・保育士等 

地域支援課  
保健師・教員・心理 

保育士・社会福祉主事 

発達支援課 
（発達障害者 

  支援センター） 

相談員・就労支援員・ 

心理・支援アドバイザー 

診
断 

投
薬
治
療 

診
察･

検
査
・
脳
波 

 
 

精
神
科
・
歯
科
等
診
療 

巡
回
療
育
相
談 

保
護
者
支
援 

障
害
児
の
個
別
リ
ハ 

集
団
療
育(

さ
く
ら
ん
ぼ
広
場) 

診
断
・
評
価 

ペ
ア
レ
ン
ト
ト
レ
ー
ニ
ン
グ 

地
域
支
援
体
制
整
備 

情
報
収
集･

発
信 

個
別
支
援
・
総
合
相
談 

診
療
予
約
受
付 

巡
回
療
育
相
談 

障
害
児
等
地
域
療
育 

人
材
育
成･

研
修 

普
及･

啓
発 

就
労
支
援 

発
達
支
援 

児
童
～
成
人
の
相
談 

ペ
ア
レ
ン
ト
メ
ン
タ
ー 

（健康保険による保険診療） （相談は無料） 

平成22年6月1日から 医療保険適用の医療機関 

●障 害 児 等 療 育 支 援 事 業 所 
地域での相談支援，専門職を施設に派遣するなど，県内11事業所に委託 

（やまびこ，たんぽぽ，ふれあい，ひまわりクラブ，めぶき園，なんさつ， 

さちかぜ，サニーサイド，集，あかつき学園，チャレンジドサポート奄美） 

連携･協同 

１ 「県こども総合療育ｾﾝﾀｰとは」～  



■ 診療・療育・相談数の年度別推移 

年度別 新患 再診 
個別指導 

（訓練） 
集団指導 

巡回診療 

・相談 
平成２１年度 

（児童総合相談センター） ４６１ ７５８ １,０４３ ３２０ 

平成２２年度 

（６月センター開設） 
６９８ ２,８８０ １,７３７ １４２ ３２１ 

平成２３年度 ８０９ ４,０２７ ２,３９１ １８０ ３５８ 

平成２４年度 ７２３ ４,５８４ ２,６８９ １６１ ３７１ 

平成２５年度 ６９８ ４,９７４ ３,６５３ １３６ ３９６ 

平成２６年度 ６４０ ５,２５３ ３,８５８ １０６ ３０８ 

平成２７年度 ６７６ ５,１８５ ３,６２６ ９８ ２７２ 

平成２８年度 ６５４ ６,７６６ ３,６２０ ８６ ２０８ 

平成２９年度 ６７２ ８,０９５ ３,５８８ ９０ １６０ 

平成３０年度 ６６７ ８,０１３ ３,５８７ ６９ ６８ 

平成２１年度末 

受診待ち児童数 

平成２４年度末 

受診待ち児童数 

平成２６年度末 

受診待ち児童数 

平成２７年度末 

受診待ち児童数 

平成２８年度末 

受診待ち児童数 

平成２９年度末 

受診待ち児童数 

平成３０年度末 

受診待ち児童数 

９８人 ３９４人 ３０２人 １６５人 １３８人 １８６人 ２１３人 

● 各科受診件数（平成２７年度～） 

  小児科初診 小児科再診 精神科 整形外科 小児歯科 耳鼻科 眼科 

Ｈ２７ ６７６ １,５３７ １３０ ６５ ４０ ０ ２ 

Ｈ２８ ６５４ ３,１２５ １３６ ６０ ３５ ３ １ 

Ｈ２９ ６７２ ４,０７２ １５２ ８６ ３５ ０ ０ 

Ｈ３０ ６６７ ３,９０３ １７８ ６７ ４６ ０ ０ 



診断前支援という考え方 
 

（障害児支援の見直しに関する検討会報告書２００８年７月） 

（発達障害施策の推進に関わる検討会報告書、２００８年８月） 

 ○ 発達障害等の場合で明確な障害があると判断できないケース 

   障害があるが，十分な支援に繋がっていないケース 

      ⇒「気になる」という段階から親子をサポートできる仕組み 

  

 ○親にとって身近な敷居の低い場所での支援が必要 

 

 ○障害の確定診断前から支援が受けられるようにしていくこと 

    

＊ 親の心が揺れている段階から親の気付きを大切にして， 

   親の気持ちに寄り添った支援を行うことが必要 

     

  ・そのような関わりの中で本当に医療や診断が必要なケースに 

       当療育センターを受診してもらえるような仕組みが必要。 



県こども総合療育センターにおける 
初診診療予約方法 

～身近な地域～  

子ども・保護者 

〇市町村（乳幼児健康診査，親子教室，発達相談会，子育て支援） 

〇児童発達支援事業所 
（児童発達支援センターを含む） 

連携 

〇保育園・幼稚園 
認定こども園 

相談・利用 継続的な支援 

                       

                     〇 県こども総合療育センター 
                           診断，療育，相談，専門的支援 

           

〇直接の初診診療予約は受け付けていない。 
〇お住いの市町村や支援機関(療育,園等)に相談を！ 
〇初診診療予約以外の再診や相談は直接受付 

✖ 

《未就学児編》 

 〇平成26年4月～ 

                       

     
 
〇重層的な療育支援体制の整備 
   ・相談・支援は，まず身近な地域で提供(早期の気づきと支援） 
 ・受診の場合，児の情報を診療へ活かす 
 ・役割分担と連携（それぞれの役割の遂行） 
  受診後も支援の主体は身近な地域(支援の継続・一貫性の確保) 

〇診断・評価を受けるタイミング 保護者の気持ちの準備,「診断」のメリット等 
 
 

 

初診診療予約
方法の変更の 
ポイント 



 

《就学児編》 

 



紹介票（改訂） 





受診申し込みのあった支援機関への確認事項 ① 

　内容
ケースワーカーによる関係機関

への状況確認項目
未就学 学童

現在の行動特徴 ○ ○

受診までの経緯 ○ ○

主訴（相談したいこと） ● ●

発達歴（幼少期） ○ ○

支援機関での行動の状況
（子どもの困り）

◎ ○

既往歴（内科的な） △ △

家族状況 △ △

乳幼児健康診査などの状況 ◎ △

療育の利用状況 ○ ○

保育所・幼稚園の状況
（保健センターとの連携など）

◎ ○

医療機関の受診状況 ○ ○

子どもの理解 ◎ ◎

家庭での困り ◎ ◎

支援機関との意見の一致 ◎ ◎

虐待・DVなど ◎ ◎

こ
ど
も
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト

親
の
ア
セ
ス

メ
ン
ト

　　　　　　　　△：出来るだけ聞く　　○：聞く　　◎：必ず聞く　　●：必須　



当センター受診を勧めた理由 ◎ ●

保護者との面接（教育相談）と同意 ● ●

何らかの指標を用いてのアセスメント
の実施

△ ○

アセスメントを基に支援方針の検討 △ ●

支援機関での支援状況や内容 ◎ ◎

医療機関での診断の有無 △ △

医療機関への通院（リハビリ等） ● ●

他の機関との連携 ○ △

校内委員会の開催 ‐ ●

通級指導教室の利用 ‐ ○

特別支援教育支援員の活用 ‐ △

特別支援学校の巡回相談 ‐ ◎

スクールカウンセラーの活用 ‐ ○

スクールソーシャルワーカーの活用 ‐ ○

個別支援計画の作成状況 ◎ ◎

特別支援学校の巡回での助言内容 ‐ ○

出席状況 ‐ ◎

学習の状況 ‐ ○

　　　　　　　　△：出来るだけ聞く　　○：聞く　　◎：必ず聞く　　●：必須　

支
援
機
関
の
状
況

 受診申し込みのあった支援機関への確認事項 ② 

　内容
ケースワーカーによる関係機関

への状況確認項目
未就学 学童



受診経路別割合の推移（初診） 

児童発達支援センター：１１６人 
児童発達支援事業所 ：１８５人 



0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0
受診受付から初診までの期間の割合 

平成27年度 

平成28年度 

平成29年度 

平成30年度 

  平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

初診受付 
 ⇒初診日 

平均 
141.2日 

平均 
88.9日 

平均 
102.2日 

平均 
121.3日 

初診受付 
 ⇒紹介先連絡 

予約変更前の
受診があり統
計できず 

平均 
11.5日 

平均 
15.5日 

平均 
14.1日 

初診受付 
 ⇒保護者連絡 

平均 
15.6日 

平均 
23.4日 

平均 
27.7日 

受診申し込み後の対応期間推移 

支援部 
地域支援課 
職員数 

部長 課長 

ワーカー 

合計 

保健師 教員 心理士 保育士 社会福祉主事 

平成28年度 1（保健師） 1 2 4 1 1 2 12 

平成29年度 1（保健師） 1 2 2 0 1 2 9 

平成30年度 1（保健師） 1 1 2 0 1 1 7 

令和元年度 1（心理士） 1（保健師） 1 4 1 1 1 10 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

より良い療育体制の構築 
 
 

地域の課題を考え支援者が集うために療育センターが主催した地域療育連絡会から 
自治体がつくり法的根拠もある地域支援システム：自立支援協議会（こども部会）に移行 

 
↓ 
 

自立支援協議会（こども部会）を中心とした地域支援体制づくりを進めている。 

 



平成２３年～ 

子どもの地域課題を検討する場作り 

•こども総合療育センター主催「地域療育連絡会」（Ｈ26まで） ⇒ 
自立支援協議会 専門部会「こども部会」への移行 

●障害者総合支援法において，地方公共団体は，単独又は共同し障害者等への
支援体制の整備を図るため，関係機関等で構成される協議会（自立支援協議
会）を設置し，課題別の専門部会を設置する等，地域の実情に応じた活動の活
性化に向けた取組を行うことが必要とされている。 

●子ども部会は，自立支援協議会内の専門部会として，障害児支援に関わる関
係機関で構成され，役割としては，発達障害を含め障害児支援に対するニーズ
が多様化する中で，より適切な支援や療育の高度化が求められていることから，
関係機関等が相互の連絡を図ることにより，地域における障害児への支援体制
に関する課題について情報を共有し，関係機関等の連携の緊密化を図るととも
に，地域課題の整理，課題解決への検討及び障害児個々のケース検討を行うな
ど障害児支援について協議を行うものである。  
●子ども部会内での協議結果を自立支援協議会に報告し，明らかになった地域
の課題を共有し，その課題を踏まえて，地域における障害児者の支援体制の整
備につなげて行く取組を進めていくこととしている。  



・地域の実態把握，情報共有  ・地域の支援体制のバックアップ 
・全県的課題の把握，助言  ・広域，専門的相談支援の調整など 

     

  ・地域の相談支援体制の充実，強化 
  ・地域の関係機関のネットワークの構築 
  ・個別事案の協議，確認，課題の整理 
  ・地域の社会資源の開発，改善 
  ・事業の運営評価など 
 
 
 
 
 
 

地域 
 

市町村
又は 
複数 
市町村 

相談支援部会 子ども 
（療育）部会 

就労支援部会 地域移行 
支援部会 

障害者総合支援法に規定（第８９条の３） 

  「地域における障害福祉に関する関係者による連携及び 

      支援の体制に関する協議を行うための会議の設置」  

障害者自立支援協議会 

県 

部
会
の
例 

○ こども部会の構成メンバー 
福祉関係課，保健関係課，市町村教育委員会，小･中学校長，特別支援教育 

コーディネーター，特別支援学校，児童発達支援事業所，保育所，幼稚園等 

•こども部会の 

 活動内容 

 
•活動内容や 

 各立場に関す
る   

  認識を統一 

 

•行政、各事業
所、   

 施設の紹介   

 (活動内容や 

 特徴も含めて) 

 

•制度紹介 

•学習会 

•情報交換 

•困難事例検討 

•問題提起と 

  解決の検討 



○広域での設置 ６圏域（出水，そお，肝付，種子島，奄美，徳之島地区 … ２３市町村） 

○市町村毎の設置  １６市町村 

○未設置だがこども部会にかわる組織がある市町村  1市１町    計 ４１/ ４３市町村 

○未設置市町村   ２村（２村については，年間出生数が数人） 



自立支援協議会 
（年２回） 

 
障害福祉に関する諸般の問
題等について連絡調整を図
り，中核的な役割を果たす
協議の場 

子ども部会参加メンバー：市職員（障害・社会福祉課，市民保健課，子育て支援課，教育委員会），県関係職員 
                特別支援学校職員，ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ，保育園・幼稚園関係者，療育関係者  
                相談支援専門員， 医師，歯科医師，看護師，リハ関係者，保護者代表   等 

 
就労支援部会 → 就労移行支援グループ  （年４回） 
（年４回）       →   物販促進グループ    （年３回） 

  
 
地域移行・相談支援部会（年２回）  
          → 相談支援事業所グループ（年１２回） 
          → 地域に帰ろう会    （年   ４回） 

 

権利擁護部会 → 個別支援会議・個別相談   
（２回／年）                （随時） 

 
 
 
 
 
 

子ども部会 
（２回／年） 

 

 
 
 
 
 

運
営
会 

 
年

12
回 

発達支援システムグループ（年１２回） 

子どもｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰグループ（年１２回） 

障害児等支援施設グループ（年４回） 

重症児支援グループみらい（年４回） 

＊運営会：各グループの意見交換・各グループの方針を決める 

 
 
 
 
 

情報共有,決議の場 
各グループの意見を集約 
自立支援協議会へ子ども 
部会として課題提出 

 
 
 
 
 

生活支援部会 → 居宅介護グループ      （年４回） 
（２回／年）   → 支援施設グループ    （年２回） 

子ども部会
以外も活発
に検討を行
っている 

基幹相談支援センター 
定例会 

基幹相談支援センターが事
務局となり，各部会の運営
を行っている。 

○薩摩川内市障害者自立支援協議会  専門部会 子ども部会 

 

平成30年4月現在 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

児童発達支援センターを中心とした支援体制作り  



２０１８年５月 

児童発達支援センター２９センター 
児童発達支援事業は、158事業所 
放課後デイは， 240事業所 
保育所訪問は， 66事業所 
 

２００９年 事業所数 
      鹿児島県３９カ所 
      鹿児島市１２カ所 
 

２０１２年 

児童発達支援センター２センター 
児童発達支援事業は、 61事業所 
放課後デイは， 62事業所 
保育所訪問は，  1事業所 
 



児童発達支援センターの役割と 
こども総合療育センターの相互連携支援のあり方 

●地域の療育拠点とし
ての活動  

●「療育」の機能強化
への協働 

●公開療育等の実施 

●幼・保・小連携の場 

●人材育成 

●支援方法の検討  

診療情報，アセス
メント情報，支援
経過の共有など 

児童発達
支援セン
ター 

保健センター 

保育園・幼稚園 

障害児等療育支援事業 
児童発達支援事業所 

放課後等デイサービス 

小・中学校 

●診療 

●診断前支援（
早期気づき，早
期支援）の地域
支援体制づくり 

●児童発達支援
センターの支援 

 

 

個別支援計画，
支援経過などの
情報交換 

県こども
総合療育
センター 

■ より実践的な研修（行動観察から学ぶ） 

%E3%81%8A%E5%85%BC%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC
%E3%81%8A%E5%85%BC%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC
%E3%81%8A%E5%85%BC%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC
%E3%81%8A%E5%85%BC%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC
%E3%81%8A%E5%85%BC%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC
%E3%81%8A%E5%85%BC%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC


 
 
 
 

自立支援協議会 
 
委員３０人以内 
庁内：福祉・保健・教育関係 
    （部長級） 
庁外：学識，各団体の事務局・ 
    施設長級，公募市民等 

 
 
 
 
 
 

鹿児島市の取組み 
精神保健福祉部会 

地域生活支援拠点部会 

医療的ケア児部会 

 
 
 
 
 
 
子 
ど 
も 
部 
会 

 

 
 
 
 
 

児
童
発
達
支
援
セ 
ン 
タ 
｜ 
会
議 

   ・児童発達支援事業所 
   ・放課後等デイサービス 
   ・相談支援事業所 
   ・保育園・幼稚園 
   ・学校 

障害者差別解消支援部会 

定例会議 
５１相談支援事業所 
基幹相談支援センター 

市：障害福祉課,保健予防課 

令和元年６月現在 

個別支援会議 
相談内容に関係する相
談支援事業所・福祉サ
ービス事業所・行政機
関 

市内１４ヶ所のセン
ターで構成し，地域
課題について情報共
有及び発達支援・家
族支援・地域支援に
ついて協議 

児 
発 
セ 
ン 
タ 
｜ 

  ・児童発達支援事業所 
  ・放課後等デイサービス 
  ・相談支援事業所 
  ・保育園・幼稚園 
  ・学校 

児 
発 
セ 
ン 
タ 
｜ 

・・・・・・・ 

児童発達支援センターが，
それぞれの地域で実践し 

地域における課題を把握 

地域支援の取組
状況及び地域に
おける課題等に
ついて報告 

子ども部会での
検討事項や鹿児
島市全体の課題
について報告 

児童発達支援センターを
中心とした地域における
療育支援体制 
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○児童発達支援センター連絡会 

   

○早期気づき早期支援の保健師研修会 

 （児童発達支援事業所等を研修会場に実践的な研修を実施） 

   

○児童発達通所支援連絡会（全事業所の研修会） 

    

○児童発達支援事業所研修会 
   （各地区の児童発達支援センターを中心に児童発達支援事業所との共同で実施） 

   各地区の児童発達支援センターを中心に児童発達支援  

        事業所との共同で実施。当センターのケースワーカーが出向き，「地域毎」 

    「センター毎」 に課題への対応を検討 

 

 

 

具体的取り組み 
児童発達支援センターが，発達支援，保護者支援，地域支援の役割を 
果たし，住民に身近な地域での療育拠点として機能していくために 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

教育との連携 
（個別支援会議） 

 

当センターに配置されている現役教員が教育の専門家として、医学と心理の立場の 

意見も反映して、教員がすぐに使えるような内容でアセスメントを作成し、学校に説明 

するシステムにして、学校の力を向上していくと、学校の支援力が上がり、必ずしも 

診断がない状態であっても、教育的支援ができるようになる。 

教育方法を考え付くのは、やはり教員でしかなく、コーディネートする力と学校への 

指導力を兼ね備えた教員が配置されている鹿児島県こども総合療育センターだからこそ 

出来ることが多いと考えている。 

 



学校と医療との連携 ~学校の窓口：校内委員会~   

環境調整は，学校で行う。 

校内委員会で，方針を決め，学校全体で支援する。 

進級･進学時の引き継ぎを確実に。（移行支援シート等） 

支援の継続（環境調整） 

校内委員会で検討の結果， 

保護者も受診（診断）を望んでいるならば， 

センター受診をすすめる。 

療育センターとの連携（地域支援） 

①学級・学年等での組織的な対応(支援・個別の指導計画) 

②SC,SSW，巡回相談（特別支援学校）の活用等 

③特性（苦手・得意）の確認 

校内委員会(診断前支援) 

①保護者との信頼関係の構築（連絡帳･教育相談） 

②気になるところへの具体的な支援開始（「SPELL支援」） 

③コーディネーターとの連携 

こども・保護者との信頼関係づくり 

GOAL 

 START 

   学校・地域のネットワーク 
      保健（保健師等） 

      福祉（障害児等療育支援事業所等） 

 児童発達支援事業所，放課後児童デイとの連携 

 

 

こども・保護者との信頼関係の構築 

STEP2 医療との連携 

（診断）＋（地域支援） 

STEP1 校内委員会での検討 

    支援開始 

GOAL：不安解消 

安心して学べる環境 

STEP3 

支援の継続 

支援のバージョンアップ 

連携 

電話相談 

来所相談 



○「この子の将来のことを考えると。」・・・高い目標設定 
○「学校（集団・通常の学級）では、十分に対応できないことも。」 
○「甘え」「特別扱いはできない」・・特性の理解が不十分なことも。 
○「みんなと一緒でなければ。」・・・合理的な配慮が必要。  
                         （LD,ASD・・・） 

○「将来よりも今が心配。学校に行きたくないといっている。」 
○「いつも学校でパニックになる。」 
○「先生方は発達障害のことを理解しているのだろうか。」 
○「先生に言っても改善しない。」・・・学校（担任）は信用できない。 

学
校
（
先
生
） 

保
護
者 

※（到達目標）→学校があゆみよっての教育相談（学校・保護者）ができる。 
   必要に応じて→(関係者参加のケース会議)→（保護者参加の個別支援会議） 

 
 
個別支援会議の目的 

①特性理解の伝達 
     （診察結果より） 

②「あゆみより」 

  「語り合える」環境調整 
  

● 個別支援会議の充実 
（保護者と学校の間に第三者が入り歩み寄り） 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

医療との連携 
 
 

かかりつけ医等発達障害対応力向上研修事業 
 

日常診療で気づいた子どもを地域の支援につなぐ窓口の整備 
 

 



未就学児の初診児のうち，乳幼児健康診査での要経過観察児割合 

   未就学児 紹介票経由 初診児(324名）の状況 

•要経過観察児と把握されていた児は約６割 
（要経過観察児ではあったが，保護者が認識していなかった場合もあると思われる。） 

・残り４割は，児童発達支援事業所に保護者から相談し通園するようになった児，保育園， 

幼稚園で「何らかの支援・配慮の必要な児」として紹介された児，健診では要経過観察児 

として把握されなかったが発達相談会へ参加した児など 

健診での発
見に限界？ 

集団における状況
がわかる保育園・幼
稚園と連携した早期
気づき・早期支援の
促進と日常診療に
おける気づきを支援
につなげる必要が
ある！ 

未就学児の初診児（324名）のうち，個別支援計画が添付された初診児221名（68.2%） 
    ●このうち保健センターとの連携         ４５名（13.9%） 
    ●このうち自分の施設でアセスメントを実施           ６２名（19.1%） 

１歳６ヶ月児健診で要経過観察と 
判断された児の割合 

３歳児健診で要経過観察と 
判断された児の割合 



■ 医療機関向に配布したパンフレット(一部） 

53 https://www.pref.kagoshima.jp/ae20/kenko-fukushi/syogai-syakai/hattatsu/documents/3750_20130516135946-1.pdf 



御清聴 有難うございました。 
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